
（別紙様式４）

〒
（住所）
（電話）

〒
（住所）
（電話）

昼夜

単位時間 単位時間 単位時間 単位時間 単位時間 単位時間

年 106 単位 93 単位 3 単位 10 単位 0 単位 0 単位

60 人 18 人 人 0 % 0 %

人
人
人
人
％

■就職者に占める地元就職者の割合 (F/E)
％

■卒業者に占める就職者の割合 (E/C)
％
人

（令和 6

受審年月：

（Ａ：単位時間による算定）

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

単位時間

（Ｂ：単位数による算定）

単位

単位

単位

単位

単位

単位

単位

人

人

人

人

人

人

人

第三者による
学校評価

■民間の評価機関等から第三者評価： 無
※有の場合、例えば以下について任意記載

評価団体：
評価結果を掲載した
ホームページＵＲＬ

（うち企業等と連携したインターンシップの単位数） 4

教員の属性（専任
教員について記

入）

 ① 専修学校の専門課程を修了した後、学校等において
その担当する教育等に従事した者であって、当該専門課
程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して六
年以上となる者

（専修学校設置基準第41条第1項第1号） 1

 ② 学士の学位を有する者等 （専修学校設置基準第41条第1項第2号） 2

 ③ 高等学校教諭等経験者 （専修学校設置基準第41条第1項第3号） 0

 計 0

上記①～⑤のうち、実務家教員（分野におけるおおむね５年以上の実務の経験を有し、かつ、高度
の実務の能力を有する者を想定）の数

3

 ④ 修士の学位又は専門職学位 （専修学校設置基準第41条第1項第4号） 0

 ⑤ その他 （専修学校設置基準第41条第1項第5号） 0

うち企業等と連携した演習の授業時数

うち企業等と連携した必修の演習の授業時数

総単位数 106

うち企業等と連携した実験・実習・実技の単位数 0

うち必修授業時数

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の授業時数

総合病院、クリニック、調剤薬局　他

うち企業等と連携した必修の実験・実習・実技の単位数

（うち企業等と連携したインターンシップの授業時数）

0

うち企業等と連携した必修の演習の単位数

当該学科の
ホームページ

URL
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/

100
■進学者数 0
■その他

各担任が履歴書の添削・面接練習を指導し、希望の医療機関に就職でき
るようサポートしている。

0

うち企業等と連携した演習の単位数 0

うち必修単位数 106

企業等と連携した
実習等の実施状況
（Ａ、Ｂいずれか

に記入）

総授業時数

うち企業等と連携した実験・実習・実技の授業時数

2 昼間
※単位時間、単位いずれ
かに記入

生徒総定員 生徒実員(A) 留学生数（生徒実員の内数）(B) 留学生割合(B/A)

0

（令和6年度卒業生）

22
■地元就職者数 (F) 22
■就職率 (E/D)　　　　　　　　　　： 100

100

就職等の状況

■卒業者数 (C)　　　　　　　　： 22
■就職希望者数 (D)　　　　　： 22
■就職者数 (E)　　　　　　　　：

年度卒業者に関する令和７年５月１日時点の情報）

■主な就職先、業界等

学科の目的 高い事務能力と医療事務のスキル、さらにマネジメント能力・コミュニケーション能力を活用し、病院経営の一角を担うことのできる人材を育成する。

学科の特徴（取得
可能な資格、中退

率　等）
高い事務能力と医療事務のスキル、さらにマネジメント能力・コミュニケーション能力を活用し、病院経営の一角を担うことのできる人材を育成する。

修業年限
全課程の修了に必要な総授業時数又は総

単位数
講義 演習 実習 実験 実技

商業・実務関係専門課程 医療総合科 令和 2(2020)年度 - 平成30(2018)年度

分野 認定課程名 認定学科名 専門士認定年度 高度専門士認定年度 職業実践専門課程認定年度

中退率

令和７年１2月25日

792-0812

0897-34-9555
設置者名 設立認可年月日 代表者名 所在地

学校法人　河原学園 昭和60年10月21日 河原　成紀 愛媛県松山市一番町一丁目1番地1
790-0001

089-943-5333

河原医療大学校　新居浜校 平成2年3月31日 印南　扶美恵 愛媛県新居浜市坂井町1丁目9-23

職業実践専門課程等の基本情報について

学校名 設置認可年月日 校長名 所在地

商業実務

https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/
https://niihama.kawahara.ac.jp/academics/business_welfare/


種別

①

②

③

③

－

－

－

－

－

－

（年間の開催数及び開催時期）

河原医療大学校 新居浜校　事務局長
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

宇野　義治 新居浜市歯科医師会　会長

山内　風花 愛媛県立新居浜病院
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

　※委員の種別の欄には、企業等委員の場合には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　（当該学校の教職員が学校側の委員として参画する場合、種別の欄は「－」を記載してください。）
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年２回　（１１月、３月）	

科　目　名 連　携　企　業　等

（開催日時（実績））
第１回　令和６年１１月１６日　１６：００～１７：００
第２回　令和７年３月１５日　１６：００～１７：００		

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

各科目の実践的な学習の時間として企業内での研修を実施しており、事前に目標設定と実施課題の打合せを行い、個人別評価シートで評価をおねがいしている。その後企業の担当者と評価
についての検討、確認を行い、全体の評価を行っている。

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況

ＶＩＶＡ接骨院、ひらた耳鼻咽喉科、
ニチイ

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針
企業等と連携した実習等は、１）学生が校内における通常の実習等では得ることが難しい実践的・専門的な知識や技術等を習得する場であり、２）学習してきた知識や技術の理解度・習熟度
を再確認し、３）企業等の関係者から具体的で実践的な評価を得て、学生の実務能力を多面的に開発する機会とする。また、学生能力の習得のみならず、その機会を通じて学校の実習カリ
キュラムがより実践的な内容になるよう努めることとする。

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

教育課程の編成においては、業界及び社会の変化やニーズ、在校生及び卒業生の仕上がり状況等の不断の組織的、継続的検証を行う必要がある。企業等から広く、具体的に意見を求め、
高度で実践的な教育課程を編成するために、新たな授業科目の開設における連携はもちろんのこと、現存のシラバスやコマシラバスにまで落とし込める授業内容・方法の改善並びに教材開
発につながる連携を行うことを基本方針とする。

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

教務系会議の中核的委員会として位置づけ、前期末、後期末の総括会議（科目検討、シラバス検討、コマシラバス検討、授業法検討など）において、計画上の可否、実行上の可否判断に関
連外部実務家の意見をたえずフィードバックさせる会議体として機能させることとする。

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和7年4月1日現在

河端　浩美 河原医療大学校 新居浜校　教務課長
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

名　前 所　　　属 任期

宮崎　卓爾 愛媛県歯科医師会　副会長
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

亀山　千絵 医療法人松木歯科クリニック
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

印南　扶美恵 河原医療大学校 新居浜校　校長
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

久米　智幸

現地での経験により、医療事務員としての心構え
や所作を学ぶ。また職務の遂行に必要となる知識
や能力を再確認する。

浅海　亜樹 河原医療大学校 新居浜校　歯科衛生学科　主任
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

近藤　紀子 河原医療大学校 新居浜校　歯科衛生学科　専任教員
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

柘植　尚樹 河原医療大学校 新居浜校　歯科衛生学科　専任教員
令和7年4月1日～令和8年3月31日（1年）

インターンシップ

科　目　概　要

※カリキュラムの改善案や今後の検討課題等を具体的に明記。

学生の安定的な職業従事に向け、業界観や職業観の醸成を図るため、業界関係者の研修会の実施をしており、卒業生（高橋風花　渡邉栞奈）講師としての依頼をし、承諾を得た。

企業連携の方法

３．【校外】企業内実習（４に該当
するものを除く。）



研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

研修名：

期間：

内容

種別

地域有識者

企業等委員

高校教員

保護者

卒業生

令和7年4月1日現在

URL：https://niihama.kawahara.ac.jp/disclosure/

 株式会社Schoo

教員3名

連携企業等：

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針
※研修等を教員に受講させることについて諸規程に定められていることを明記

本校の教員研修の基本方針は、１）各教員の専攻分野における実務に関する高度な専門知識・技術の修得、２）およびそれらを授業計画（カリキュラム、シラバス、コマシラバス）に落とし込む
能力の修得、３）さらにはその研鑽を実際の授業運営に反映させる教育力の修得を目的として、教職員研修規程第2条に定める研修を受講させることとする。同規程第3条に定めるとおり、所
属長及び法人本部総務部責任者は、各教員の実務専門性や教育力の組織的で継続的な向上に努めることとする。

医事コンピュータ技能検定研修会 連携企業等：

2025年9月26日 対象：

一般社団法人　医療秘書教育全国協議会

教員2名

　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。
　（例）企業等委員、PTA、卒業生等

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期
（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））

公表時期：2025 年 10 月 11 日

寺田　政則
ハートネットワーク　相談役
元新居浜市副市長

令和6年4月1日～令和7年3月31日（1年）

宇野　義治 新居浜市歯科医師会　会長
令和6年4月1日～令和7年3月31日（1年）

未来高等学校 新居浜校　教頭
令和6年4月1日～令和7年3月31日（1年）

近藤　綾子 在校生保護者
令和6年4月1日～令和7年3月31日（1年）

山内　風花 愛媛県立新居浜病院
令和6年4月1日～令和7年3月31日（1年）

友田　秀一

（６）教育環境 専修学校設置基準、厚生労働省指定規則・法令遵守、健康診断、他
（７）学生の受入れ募集 学生の受け入れ方針の明示、パンフレット・募集要項、入学者選考、学生納付金、他
（８）財務 会計監査、財務情報公開

（３）教育活動 業界の人材ニーズに沿った教育、授業計画、履修判定、教務管理、他
（４）学修成果 教育目的達成に向けた目標設定および評価・検証（在学率、退学率、休学率、出席率、資格試験合格
（５）学生支援 就職目標設定および評価・検証、就職支援、他

Officeスキル向上研修 連携企業等：

②指導力の修得・向上のための研修等

対象：

医事コンピュータ技能検定領域Ⅰ医事知識の指導法

①専攻分野における実務に関する研修等
（３）研修等の計画

医療秘書教育全国協議会

教員3名

2024年10月1日～2025年8月31日 対象：

対象：

IT系スキル、一般的ビジネススキル、教育スキルの向上に関する研修（オンデマンド形式）

連携企業等：

・診療報酬改定と医療機関の動向
・医秘書教育に必要な医療マネジメント
・日本医療秘書学会シンポジウム「医療秘書の戦略と挑戦」
・医療事務職の働きがいと将来像
・診療報酬請求事務の指導法とレセプト作成上の略語について

Officeスキル向上研修 連携企業等：

2024年10月1日～2025年8月31日 対象：

2025年度教員研修会 連携企業等：

2025年8月20日（水）～9月12日（金） 対象：

（１）教育理念・目標 学校の理念、目的、人材像、将来構想、他
（２）学校運営 学校組織の位置付け、役割分掌、意思決定機関の位置付け、他

②指導力の修得・向上のための研修等

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価を行うに当たっては、当該専修学校の関係者として企業等
の役員又は職員を参画させていること。」関係

（１）学校関係者評価の基本方針
本学全般の運営（経営、教育の現状、およびそれらの短・中・長期課題や方針、社会的責務など）について、学校関係者より意見を聴き、これを踏まえて学校運営の組織的、継続的な改善に
取り組むことを基本方針とする。
※参考　自己点検評価における達成度の評価
S：達成度が高い　A：ほぼ達成している　B：達成がやや不十分であり、若干改善を要する　C：達成は不十分で改善を要する"				

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応

 株式会社Schoo

教員3名

IT系スキル、一般的ビジネススキル、教育スキルの向上に関する研修（オンデマンド形式）

ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

学生募集について、地元商工会議所のパンフレットに学校紹介も記載できるため、学校の広報活動にも利用できるなどのご意見を頂いたので、学校認知度を広めるために連携を検討するこ
ととなった。

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

名　前 所　　　属 任期

（９）法令等の遵守 専修学校設置基準、厚生労働省指定規則・法令遵守、学則、就業規則、他
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献、地域貢献、学生のボランティア活動、他
（１１）国際交流

（３）学校関係者評価結果の活用状況
※（１０）及び（１１）については任意記載。



URL：https://niihama.kawahara.ac.jp/disclosure/

公表時期：2025 年 5 月 30 日

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　））

（１１）その他
※（１０）及び（１１）については任意記載。
（３）情報提供方法

（８）学校の財務 会計監査、財務情報公開
（９）学校評価 専修学校設置基準、厚生労働省指定規則・法令遵守、学則、就業規則、他
（１０）国際連携の状況 社会貢献、地域貢献、学生のボランティア活動、他

（５）様々な教育活動・教育環境 就職目標設定および評価・検証、就職支援、他
専修学校設置基準、厚生労働省指定規則・法令遵守、健康診断、他

（７）学生納付金・修学支援 学生の受け入れ方針の明示、パンフレット・募集要項、入学者選考、学生納付金、他

（２）各学科等の教育 学校組織の位置付け、役割分掌、意思決定機関の位置付け、他
（３）教職員 業界の人材ニーズに沿った教育、授業計画、履修判定、教務管理、他
（４）キャリア教育・実践的職業教育 教育目的達成に向けた目標設定および評価・検証（在学率、退学率、休学率、出席率、資格試験合格

（６）学生の生活支援

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針
本校職業実践専門課程においてより実践的かつ専門的な高度職業教育を行う観点から、企業・業界団体等より業界における人材の専門性に関する動向や求められる知識・技術等について
意見を聴き、これを踏まえてカリキュラムや教育方法の改善・工夫に組織的、継続的に取り組むことを基本方針とする。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目 学校が設定する項目

（１）学校の概要、目標及び計画 学校の理念、目的、人材像、将来構想、他

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提供していること。」関係
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1 〇 医療事務Ⅰ
医事課職員として必要になる請求事務を基礎から学び、診
療行為がどう収入に結びついているのか、診療報酬のルー
ル、レセプト作成の実技を学習する。

１
通

120 8 〇 〇 〇

2 〇 診療報酬算定
医療費について、まず基本的な算定の仕組みを理解し、比
較的簡単なレセプト作成をより迅速に正確に行う知識と技
術を身に付ける。

１
前

120 8 〇 △ 〇 〇

3 〇 医療事務Ⅱ
診療報酬請求事務を迅速かつ正確に行うことができるよ
う、請求業務への理解をより深める。

１
後

120 8 〇 △ 〇 〇

4 〇 医療関連法規
医療従事者として最も重要となる個人情報保護法の理解か
ら、保険制度に関する健康保険法、各種事例に対する必要
知識など、医療に関する法制度、規則について学ぶ。

１
後

150 10 〇 〇 〇

5 〇 調剤事務実務
調剤薬局の担う役割、日々の業務、処方せんを扱ううえで
の留意点、薬学知識を学び、それらを踏まえて調剤報酬請
求書の作成を学ぶ。

１
前

60 4 〇 △ 〇 〇

6 〇 情報リテラシー
情報機器の知識や活用方法を学ぶとともに、操作スキルを
身に付け実践に生かせる能力を育成する。

１
前

30 2 〇 〇 〇

7 〇
情 報 セ キ ュ リ
ティ

情報機器の知識や活用方法を学ぶとともに、操作スキルを
身に付け実践に生かせる能力を育成する。

１
後

60 4 〇 〇 〇

8 〇 ビジネスマナー
医療機関ならではの接遇「ケア・コミュニケーション」を
様々な角度から学習し、安心感を与え不快な思いをさせな
い医療サービスについて考え実践させる。

1前 30 2 〇 △ 〇 〇 〇

9 〇 パソコン演習
Excelを中心に、業務で取り扱う事務ソフトの操作を学
ぶ。基本的な用語や使用方法を実際にパソコンに触れなが
ら行い理解を深める。

２前 90 6 〇 △ 〇 〇

10 〇 就職実務Ⅰ
「働く」ことについての目的意識を持ち、自身が希望する
就職先・業種で内定を得られるように知識・所作を身につ
ける。

１通 60 4 〇 △ 〇 〇

11 〇 パソコン実習Ⅱ
Excelを中心に、業務で取り扱う事務ソフトの操作を学
ぶ。基本的な用語や使用方法を実際にパソコンに触れなが
ら行い理解を深める。

２前 30 2 〇 △ 〇 〇

12 〇 医療秘書実務
病院という施設の生成から発展、病院の正確な業務内容と
仕組み、病院管理の歴史など、理論の背景となっている経
営管理論を学ぶ。

２後 90 6 〇 △ 〇 〇

13 〇 ビジネス演習
正しく効率的に情報を伝えるために書き方のマナーとビジ
ネス文書の文例を学び、院外文書、院内文書の作成力を向
上させる。

２前 45 3 〇 △ 〇 〇

14 〇 総合演習
正しく効率的に情報を伝えるために、書き方のマナーとそ
のまま使えるビジネス文書の文例を交えて行う。

２後 45 3 △ 〇 〇 〇

15 〇 就職実務Ⅱ
「働く」ことについての目的意識を持ち、自身が希望する
就職先・業種で内定を得られるように知識・所作を身につ
ける。

２通 90 6 〇 △ 〇 〇

16 〇 実習
実際の現場で業務や患者様とのコミュニケーションを学ぶ
場としてインターンシップを行い、病院、施設等の評価を
受ける。

２後 180 4 〇 〇 〇 〇

17 〇 医師事務補助
医事関連法規をベースとし、正確なカルテ読解から、医療
行為・症状・所見等を過不足なく的確に把握し、文書化で
きる知識とスキルを身に付ける。

2
通

150 10 〇 △ 〇 〇

18 〇
診療報酬請求事
務

年々増加する医療費と連動して増加した膨大な量の診療報
酬請求事務を、迅速かつ正確に行うことができる人材の育
成に努める。

2
前

240 16 〇 △ 〇 〇

19 〇 情報処理基礎
様々なコンピュータを多角的に見てどの様な機械でコン
ピュータが構成されているかを知り、各機械がどの様な役
割を担っているかを学習する。

2
前

120 8 〇 △ 〇 〇

20 〇
情報処理基礎応
用

国家試験の範囲で表現すると「ストラテジ」と「マネジメ
ント」の範囲になるが、どのようなソフトウェアが必要で
どのように作成す
るかを、設計手法だけでなく管理手法や業務知識・法務に
関することも学ぶ。

2
前

120 8 〇 △ 〇 〇

21 〇 商業簿記論
経理の基礎知識となる仕訳や各種帳簿作成の知識を身につ
ける。

2
前

120 8 〇 △ 〇 〇

22 〇
ファイナンシャ
ルプランニング
基礎

一般社団法人金融財政事情研究会主催 『ファイナンシャ
ル・プランニング技能士検定３級』（学科・実技）全範囲
を網羅し、当
該検定試験において合格水準以上の知識を習得することを
目標とする。

2
前

120 8 〇 △ 〇 〇

22

期

週

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

１学年の学期区分

１学期の授業期間

（留意事項）

卒業要件及び履修方法 授業期間等

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

2

15

卒業要件： 全履修科目において、履修判定試験でＣ評価以上であること

履修方法： 前期・後期末に履修判定試験（期末試験）を実施

授業科目等の概要

（医療専門課程 看護学科）
分類

授業科目名 授業科目概要

配
当
年
次
・
学
期

授
　
業
　
時
　
数

単
 
位
 
数

授業方法 場所 ##########
企
業
等
と
の
連
携

合計 科目 106 単位（単位時間）


